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平成１７年智頭町条例第 号

町長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与の特例に関する条例(平成１４年智頭町条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。

改 正 後 改 正 前

（町長の給与の額の特例） （町長の給与の額の特例）

第３条 略 第３条 略

２ 特例期間における町長の期末手当 ２ 特例期間における町長の期末手当

の額は、特別職給与条例第３条の規 の額は、特別職給与条例第３条の規

定にかかわらず、同項に定める額か 定にかかわらず、同項に定める額か

ら当該額に100分の30を乗じて得た額 ら当該額に100分の10を乗じて得た額

（当該額に１円未満の端数が生じた （当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額）を減 ときは、これを切り捨てた額）を減

じて得た額とする。 じて得た額とする。

（助役及び病院管理者の給与の額の特 （助役及び病院管理者の給与の額の特

例） 例）

第３条 略 第３条 略

２ 特例期間における助役及び病院管 ２ 特例期間における助役及び病院管

理者の期末手当の額は、特別職給与 理者の期末手当の額は、特別職給与

条例第３条の規定にかかわらず、同 条例第３条の規定にかかわらず、同

項に定める額から当該額に100分の20 項に定める額から当該額に100分の５

を乗じて得た額（当該額に1円未満の を乗じて得た額（当該額に1円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨 端数が生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じて得た額とする。 てた額）を減じて得た額とする。

（教育長の給与の額の特例） （教育長の給与の額の特例）

第４条 略 第４条 略

２ 特例期間における教育長の期末手 ２ 特例期間における教育長の期末手

当の額は、教育長給与条例第３条の 当の額は、教育長給与条例第３条の

規定にかかわらず、同項に定める額 規定にかかわらず、同項に定める額

から当該額に100分の20を乗じて得た から当該額に100分の５を乗じて得た

（当該額に１円未満の端数が生じた （当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額）を減 ときは、これを切り捨てた額）を減

じて得た額とする。 じて得た額とする。

附 則

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。


